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１
、
活
動
基
本
方
針

我
が
市
で
は
、
高
齢
化
率
が
三
十
一
％
を
超

え
、
極
め
て
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
行
が
、

社
会
保
障
制
度
を
は
じ
め
、
地
域
住
民
の
生
活

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
憂
慮
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
介
護
保
険
制
度
や
障
害
者
自

立
支
援
法
の
改
正
施
行
及
び
次
世
代
育
成
支
援

対
策
の
推
進
な
ど
、
地
域
福
祉
へ
の
対
応
に
向

け
た
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
高

齢
者
世
帯
の
孤
立
化
、
児
童
虐
待
な
ど
の
深
刻

な
問
題
の
予
防
・
発
見
に
お
い
て
、
地
域
住
民

同
士
の
支
援
体
制
の
確
立
が
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

世
界
的
な
経
済
不
況
に
よ
り
、
生
活
困
窮
者

へ
の
支
援
も
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
、
飛
騨
市
社
会
福
祉

協
議
会
は
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
目
的
と
す
る

団
体
と
し
て
、
地
域
住
民
の
利
益
や
権
利
を
守

り
、
誰
も
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

ま
た
、
地
域
福
祉
活
動
計
画
を
発
効
し
て
二

年
目
と
な
る
本
年
は
、
基
本
理
念
に
則
っ
て
、

地
域
で
、
誰
も
が
生
き
生
き
と
活
動
で
き
る
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
行
政
や
関
係
団

体
と
連
携
し
て
活
動
し
ま
す
。
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収入の部�
補助金�
49,800千円�

会　費�
10,278千円�

寄付金�
2,500千円�

委託金�
13,863千円�

事業収入�
（一般・貸付）�
3,396千円�

共同募金配分�
8,276千円�

負担金�
2,825千円�

その他�
（利息・雑収入等）�

1,161千円�

経理区分間�
繰入金�
14,893千円�

施設整備補助金�
1,250千円�

繰越金�
10,577千円�

支出の部�
人件費�
事務費�
50,390千円�

事業費�
27,166千円�

貸付事業�
3,362千円�

経理区分間繰入金�
14,893千円�

固定資産取得支出�
1,970千円�

助成金�
20,449千円�

その他�
589千円�
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3 福祉ひだ

各地域での福祉活動を基礎として、互助の精神を育み、住み良い
飛騨市が創出されるよう推進していきたいと考えています。
■古川地区…43行政区に福祉委員を設置し、民生児童委員と協力し

て福祉サービスや福祉意識に関する勉強会、一人暮ら
し・高齢者世帯の雪下ろし活動や訪問活動など積極的
な地域の福祉活動への取り組みへの支援を行います。

■神岡地区…福祉協力員を各地区に設置し、民生児童委員と協力し
ての見守り活動への支援を行います。また、各公民館
単位で実施される高齢者生きがいづくり活動や安心安
全な地域づくり活動、三世代交流活動などの地域福祉
活動に対して支援します。

■河合地区、宮川地区…民生児童委員が、福祉委員の役割をしなが
ら、地域における福祉の推進に取り組んでいただいて
います。また、地域の自治会（河合地区）や振興会
（宮川地区）における近隣住民のふれあい活動や異世
代交流活動などの取り組みを支援します。

要援護者及びその家族を支援するため、地域住民、ボランティア、
専門職、団体、行政等のネットワーク体制づくりと地域福祉活動事
業の研究を進めていき、各地域での「ふれあいサロン」事業へとつ
なげていきたいと考えています。
社会福祉協議会職員による地域出前講座を積極的に実施し、地域

における福祉への意識啓発を行います。また、地域座談会を開催し、
地域における諸問題、福祉ニーズの把握に務め、地域福祉の向上を
図ります。

登録されているボランティア団体は市内に２２団体あり、それぞ
れの団体において、一人暮らし高齢者の方への給食サービス、施設
への慰問、清掃、手話、音訳などのボランティア活動をされていま
す。ボランティア活動に取り組みやすい基盤の強化が活動を振興す
る上で最も重要なことです。社会福祉施設、各種民間団体等との連
携を図り、誰でも気軽に活動を始められるように、絵手紙ボランテ
ィア講座や災害救援ボランティア講座などの各種ボランティア講座
を開催していきます。

次世代の福祉の担い手の育成及び社会連帯意識の醸成を目的とし
て、幼少期から福祉活動の経験を積む機会を増やすため、市内各学
校及び保育園を福祉協力校に指定し、福祉活動に対して支援を行っ
ていきます。
児童・生徒数に合わせた補助金の交付
総合的な学習の時間等に学年単位、クラス単位での車いす体験や
インスタントシニア体験への職員派遣や、機材貸与による協力
点字や手話の講習等や福祉に関する外部講師派遣の調整

飛騨市における高齢化率は31％を超えており市民の約3.2人に１
人が65歳以上という超高齢社会となっています。日本全体では、約
22％と飛騨市の高齢化は早く進んでいます。
飛騨市社会福祉協議会では、寝たきり防止や認知症予防のため、

積極的に支援をしていきます。
また、介護保険の申請で自立と判定された方へのサービスや、一人
暮らし高齢者への福祉サービスの構築についても、行政と連携を図
りながら考えていきます。

在宅で生活される障がい者の方が地域で意欲的に生活できるよう
支援していきます。
障がい児者支援団体等への助成
視覚障がい者へ声のサービス
視覚障がい者の方に「広報ひだ」、「福祉ひだ」の音声録音版を配
布します。

児童の健全育成を支援するため、民生児童委員と連携して見守り
活動への支援を行います。
岐阜県子育て健全育成企業として登録
近隣見守りネットワーク研修会等での情報共有

母子、父子家庭及び両親のいない家庭の児童・生徒に対して支援
を行います。
児童・生徒お楽しみ会への協力
夏休みに開催される日帰り旅行を支援します。

小学校入学・卒業祝、中学校卒業祝
母子・父子家庭の児童・生徒で小学校に入学及び卒業、中学校を

卒業される方にお祝いを贈ります。

「飛騨市健康と福祉のつどい」を市と共催で実施し地域における
福祉に関する啓発を行います。
飛騨市内の福祉功労者表彰（３年に１度）
児童・生徒から、福祉活動やボランティア活動等に参加した感想

等についての意見発表
福祉にまつわる標語を募集・掲示

法律に関する相談や悩みごと等の相談に応じ、少しでも解消でき
るよう開設します。より気軽に相談していただける相談所を目指し
ます。
無料法律相談…弁護士による無料法律相談を年１０回開設します。
心配ごと相談…民生児童委員及び行政相談員や人権擁護委員によ
る相談所を各地区ごとに毎月１～２回程度開設します。また、相
談員のスキルアップを目的として、研修を実施します。

市からの受託事業として、在宅福祉サービス事業等を実施します。
軽度生活支援事業
育児支援家庭訪問事業
介護予防事業
飛騨市障がい者日中一時支援事業
元気確認ポストカード往復便事業
飛騨市障がい者生活サポート事業
敬老会助成事業

国や県または、独自で行っている低所得者向け貸付制度を活用し、
住民の生活安定への調査や支援を行います。

下記の各団体の事務を行いながら、社会福祉協議会の事業に協力
していただいていきます。
◎岐阜県民生委員児童委員協議会　飛騨ブロック
◎飛騨市民生委員児童委員協議会
◎飛騨市各単位民生委員児童委員協議会
◎飛騨市ボランティア連絡会

募金運動においては、毎年住民の皆さんの格別のご協力をいただ
いております。本年度も、法人、会社等への協力依頼を行い、より
積極的な募金運動が展開できるよう取り組んでいきたいと考えてい
ます。
赤い羽根共同募金運動　　１０月１日から１２月３１日
歳末たすけあい募金運動　１２月１日から１２月３１日
歳末たすけあい募金配分　激励金の配布と歳末援護事業の実施

飛騨市在住の独身男女及びその親の結婚に関する悩みごと相談や、
独身者の研修などを幅広く実施します。今年度より『飛騨市であ
い・サポートセンター』と名称を変更し、より気軽に利用できる相
談事業を行います。

飛騨市社会福祉協議会では、上記の他数多くの事業を展開してお
り、今年度も継続して実施します。
広報誌「福祉ひだ」発行
事業啓発や周知のため広報誌を年４回発行し、事業ごとにチラシ
を配布してきましたが、ＰＲ強化及び行事等周知のため、広報誌
を毎月発行します。
権利擁護関係事業の推進
地域での権利擁護を推進するため、日常生活上の福祉サービス利
用支援や金銭管理などを手助けする「日常生活自立支援事業」を
実施します。
また、判断能力低下による身上監護、財産保護を目的としての法
人後見事業へつなげます。
備品貸出事業
地域で福祉的な活動をされる方へ社協で所持する器具や備品を貸
与します。
飛騨市レジ袋削減協議会の協力団体として、レジ袋削減のための
啓発活動を行います。
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４月16日、５月21日に福寿草の会（下
堂前ハナヱ会長）による給食サービスが
行われ、出来あがったお弁当は河合地区
の民生児童委員の方々により利用者のお
宅へ配達していただきました。４月16日

のメインは「さわらのカレーソースかけ」、デザートは「桜かん」、
５月21日のメインは「サバの韓
国風煮もの」、おやつは「どらや
きカスタードクリーム」でした。
魚や野菜がたくさん入ったバ

ランスのとれたお弁当と共に、
手作りのデザートやおやつも一
緒に届けられます。「桜かん」は、
透明なピンクに塩漬けの桜が入
り、春らしいデザートに思わず
顔がほころびました。

４月14日、５月12日に宮川あじさいの
会（立田文子会長）による給食サービス
が行われ、出来あがったお弁当は宮川地
区の民生児童委員等の方々により利用者
のお宅へ配達していただきました。４月

14日は「ぎんなん御飯」と「鶏のから揚げ」、５月14日は「鮭の
ムニエル」と「切り干し大根の煮もの」等のメニューでした。
「ぎんなん御飯」は初めてでしたが、上品な苦味があり大変好評
でした。その他にも、この時期ならではの山菜も入り、季節感の
あるお弁当に仕上がりました。市民の方々より、いつもたくさん
の野菜等を提供していただいています。

神岡地区の給食サービスでは季節
の食材を使ったおいしいお弁当が、
届けられています。このお弁当はな
ずな会（若田幸子会長）によって、
毎週金曜日に作られています。ひと

つひとつが手作りで、飾り切りの野菜の煮物など、色あざ
やかで大変喜ばれています。また、ボランティアの方が書
いて下さる、身近な話題をとり入れた「お昼の便り」も大
好評です。このお弁当は町内の個人ボランティアやボラン
ティア団体の方々に配達していただいております。

絵手紙を元気確認ポストカード事業や給食サービ
スなどに生かしていただこうと、絵手紙ボランティ
ア養成講座を開催しました。５月13日から７月まで
５回コースで行います。第１回目の５月13日は20名
の受講者が参加され、絵手紙サークル友遊のメンバ
ーの方々に講師としてご協力いただきました。初回
の題材はピーマンで、初めての絵手紙という方もた
くさんいらっしゃいましたが、初めてとは思えない
素晴らしい作品ができました。
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ハートピア古川 相談室

河 合 町 友 雪 館

神岡振興事務所第3会議室

宮 川 町 保 健 セ ン タ ー

ハートピア古川 相談室

神岡振興事務所第3会議室

望月　聖子・中川　徹哉・下出　弘幸

人権擁護委員

政木　茂・岡崎　富男

中齋　正己・橋本　征子

宮前　久衛

望月　聖子・中川　徹哉・下出　弘幸

人権擁護委員

邑上　裕・沖　泰子

河 合 町 公 民 館

神岡振興事務所第3会議室

ハートピア古川 相談室

宮 川 町 保 健 セ ン タ ー

神岡振興事務所第3会議室

ハートピア古川 相談室

堀脇ふで子・岩佐　惠子

中斎　正己・清水　文雄

重山　邦雄・田中眞美子・下出　弘幸

人権擁護委員

中村　守隆

都竹　隆雄・中村　幸子

重山　邦雄・田中眞美子・下出　弘幸

人権擁護委員

月　日 開 設 時 間 開 設 場 所 相　談　員

「結婚をしたいけど、出会いがない」「今年こそは…」と
お考えの皆さんに、お気軽に相談していただけるように、
『飛騨市であい・サポートセンター』を開設しています。

詳しい内容につきましては飛騨市社会福祉協議会

６
　
月

午後1時～午後4時

（第1会議室）

午後6時～午後8時

（第1会議室）

午後1時～午後4時

（第1会議室）

午後6時～午後8時

（第1会議室）

3日

21日

７
　
月

１日

19日

月　　日 相談時間・場所

神岡振興事務所

13日

16日

27日

11日

15日

25日

午後1時30分～午後4時（相談室）

午後6時～午後8時（相談室）

午後1時30分～午後4時（相談室）

午後1時30分～午後4時（相談室）

午後6時～午後8時（相談室）

午後1時30分～午後4時
（ボランティアルーム）

ハートピア古川

６
　
月

７
　
月

月　　日 相談時間・場所
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飛
騨
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご
寄
付
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆

様
か
ら
頂
戴
し
た
貴
重
な
浄
財
は
、
地
域

福
祉
の
た
め
に
有
効
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
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市
　
様
（
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町
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一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円


